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告 示 

 

三重県告示第 363 号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定をする予

定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 

令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  保安林予定森林の所在場所 

南牟婁郡御浜町大字片川字村谷 483、485 の 1 

2  保安林指定の目的 

土砂の流出の防備 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

  字村谷 483・485 の 1（以上 2 筆について次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は省略し、その図面及び関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び御浜町

役場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 364 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項の規定により下記の大規

模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定に

より次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき

事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日か

ら 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 近鉄プラザ桔梗が丘 

  名張市桔梗が丘 1 番町 1 街区 2 番 1 ほか 

2  変更事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目 5 番 13 号 善本 烈 

   （変更後） 

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目 5 番 13 号 倉橋 孝壽 
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(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 

株式会社ぎゅーとら 伊勢市西豊浜町 655 番地 18 清水 秀隆 

株式会社東海セイムス 松阪市久保町 1456 番地 4 川西 正人 

株式会社マリヤ 伊賀市上野丸之内 68-1 稲岡 寛 

   （変更後） 

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 

株式会社ぎゅーとら 伊勢市西豊浜町 655 番地 18 清水 秀隆 

株式会社東海セイムス 松阪市久保町 1456 番地 4 川西 正人 

3  変更年月日 

2(1) 令和元年 6 月 13 日 

2(2) 令和元年 8 月 31 日 

4  変更理由 

2(1) 代表取締役社長変更のため 

2(2) テナント退去のため 

5  届出の日 

令和元年 9 月 24 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和元年 10 月 4 日から令和 2 年 2 月 4 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 365 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）附則第 5 条第 1 項の規定により下記の

大規模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 4 項の規定により法第 6 条第 2 項の規定に

よる届出とみなし、同条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき

事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日か

ら 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ケーズデンキみえ朝日店・スーパーセンタートライアルみえ朝日店 

三重郡朝日町大字小向字七反田 358 番地ほか 52 筆 

2  変更しようとする事項 

(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

    （変更前）7,760 ㎡ 

    （変更後）6,921 ㎡ 

(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

   ア 駐車場の収容台数及び位置 

    （変更前） 

 収容台数 位置 

駐車場 448 台 縦覧による 

合計 448 台 ― 
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    （変更後） 

 収容台数 位置 

駐車場 429 台 縦覧による 

合計 429 台 ― 

  イ 駐輪場の収容台数及び位置 

    （変更前） 

 収容台数 位置 

駐輪場 1 19 台 縦覧による 

駐輪場 2 28 台 縦覧による 

駐輪場 3 9 台 縦覧による 

合計 56 台 ― 

    （変更後） 

 収容台数 位置 

駐輪場 1 36 台 縦覧による 

駐輪場 2 5 台 縦覧による 

駐輪場 3 15 台 縦覧による 

合計 56 台 ― 

  ウ 荷さばき施設の面積及び位置 

    （変更前） 

 面積 位置 

荷さばき施設 1 247 ㎡ 縦覧による 

荷さばき施設 2 162 ㎡ 縦覧による 

合計 409 ㎡ ― 

    （変更後） 

 面積 位置 

荷さばき施設 1 247 ㎡ 縦覧による 

荷さばき施設 2 162 ㎡ 縦覧による 

荷さばき施設 3 102 ㎡ 縦覧による 

合計 511 ㎡ ― 

  エ 廃棄物等の保管施設の容量及び位置 

    （変更前） 

 容量 位置 

廃棄物保管施設 1 63 ㎥ 縦覧による 

廃棄物保管施設 2 45 ㎥ 縦覧による 

廃棄物保管施設 3 23 ㎥ 縦覧による 

合計 131 ㎥ ― 

    （変更後） 

 容量 位置 

廃棄物保管施設 1 59 ㎥ 縦覧による 

廃棄物保管施設 2 99 ㎥ 縦覧による 

廃棄物保管施設 3 23 ㎥ 縦覧による 

廃棄物保管施設 4 14 ㎥ 縦覧による 

合計 195 ㎥ ― 

(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 ア  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

    （変更前） 
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小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社関西電波 

午前 9 時 00 分 
午後 7 時 00 分 

（ただし、年間 60 日は午後 8 時 00 分、
年間 5 日は午後 9 時 00 分） 

株式会社バロー 

中部薬品株式会社 

株式会社ラパンドール 

   （変更後） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社ギガス 午前 9 時 00 分 午後 9 時 00 分 

株式会社トライアルカンパニー 24 時間 

  イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  （変更前） 

 駐車可能時間帯 

駐車場 

午前 8 時 30 分から午後 7 時 30 分まで 

（ただし、年間 60 日は午後 8 時 30 分まで、年
間 5 日は午後 9 時 30 分まで） 

   （変更後） 

 駐車可能時間帯 

駐車場 24 時間 

  ウ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

    （変更前） 

 駐車可能時間帯 

荷さばき施設 1 午前 1 時 00 分から午後 10 時 00 分まで 

荷さばき施設 2 午前 8 時 30 分から午後 9 時 00 分まで 

    （変更後） 

 駐車可能時間帯 

荷さばき施設 1 午前 7 時 00 分から午後 10 時 00 分まで 

荷さばき施設 2 
24 時間 

荷さばき施設 3 

3  変更する年月日 

2(1)、(2)及び(3)ウ 令和 2 年 5 月 20 日 

2(3)ア及びイ 令和元年 10 月 1 日 

4  届出の日 

令和元年 9 月 20 日 

5  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

6  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和元年 10 月 4 日から令和 2 年 2 月 4 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 366 号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 7 条第 1 項の

規定により、次の土地の区域を土砂災害警戒区域に指定します。 

令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

区域の名称 区域の所在 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

棚橋 1-2 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

棚橋 2 
度会郡度会町棚橋 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 
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棚橋 4 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

 （「次の図」は省略し、その図面を県土整備部防災砂防課、伊勢建設事務所及び度会町役場に備え置いて縦覧

に供します。）

 

三重県告示第 367 号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 7 条第 1 項及

び第 9 条第 1 項の規定により、次の土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定します。 

令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

区域の名称 区域の所在 

土砂災害の発生原因

となる自然現象の種
類 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律施行令（平成 13
年政令第 84 号）第 4 条に規定する衝撃に

関する事項 

浅間谷 
度会郡度会町平生 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

マキドウラ 
度会郡度会町棚橋、牧戸 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

宮ノ西 
度会郡度会町棚橋、牧戸 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

下ノ田 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

止山東谷 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

シテツ木 
度会郡度会町棚橋 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

山川谷川 
度会郡度会町上久具、下久具 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

棚橋 1-1 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

葛原 1 
度会郡度会町葛原 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

葛原 2 
度会郡度会町葛原 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

葛原 3 
度会郡度会町葛原 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

牧戸 1 
度会郡度会町棚橋、牧戸 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

棚橋 3 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

棚橋 5 
度会郡度会町棚橋、大野木 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

下久具 1-1 
度会郡度会町上久具、下久具 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

下久具 1-2 
度会郡度会町上久具、下久具 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

茶屋広 1 
度会郡度会町鮠川 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

葛原 1 
度会郡度会町葛原 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 1 
度会郡度会町大野木 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 1 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 
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蓮華寺 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

下久具 1 
度会郡度会町下久具 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

当津 1 
度会郡度会町当津 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

茶屋広 1 
度会郡度会町鮠川 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 2 
度会郡度会町棚橋 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 3 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

葛原 2 
度会郡度会町葛原 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 2 
度会郡度会町大野木 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 4 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 5 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

鮠川 1 
度会郡度会町鮠川 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

鮠川 2 
度会郡度会町鮠川 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

茶屋広 2 
度会郡度会町鮠川 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

平生 1 
度会郡度会町平生 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大久保 1 
度会郡度会町大久保 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大久保 2 
度会郡度会町大久保 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

平生 2 
度会郡度会町平生 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

牧戸 1 
度会郡度会町牧戸 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 6 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 7 
度会郡度会町棚橋 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 8 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

上久具 1 
度会郡度会町上久具 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

下久具 2 
度会郡度会町下久具 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 3 
度会郡度会町大野木 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 4 
度会郡度会町大野木 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 5 
度会郡度会町大野木 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 9 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 
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大野木 6 
度会郡度会町大野木 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 7 
度会郡度会町大野木 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

茶屋広 3 
度会郡度会町鮠川 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 10 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 11 
度会郡度会町棚橋 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 12 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

棚橋 13 
度会郡度会町棚橋 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 8 
度会郡度会町大野木 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

大野木 9 
度会郡度会町大野木 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

田間 1 
度会郡度会町田間 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

（「次の図」は省略し、その図面を県土整備部防災砂防課、伊勢建設事務所及び度会町役場に備え置いて縦覧

に供します。）

 

 

 

 

 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）第 18 条第 1 項の規定により、農地中間管理

機構から農用地利用配分計画の認可申請がありましたので、同条第 3 項の規定により公告し、次のとおり縦覧に

供します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  縦覧に供する農用地利用配分計画の概要 

賃借権の設定等を受ける者 
賃借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住所の所在する市町村名 

後藤 菊夫 三重郡朝日町 三重郡朝日町大字小向字十佐 2199 

株式会社 林営農センター 津市 津市小舟北垣内 1137-1 

農業生産法人 有限会社 中村農産 松阪市 松阪市柿木原町字桃垣内 836 ほか 2 筆 

錦 秀一 松阪市 松阪市笹川町字蟹谷 1709 ほか 19 筆 

谷川 博紀 松阪市 松阪市伊勢寺町字鳥戸 3677 

竹内 久敏 松阪市 松阪市上ノ庄町字八幡 180 

西田 富司夫 伊賀市 伊賀市西明寺石田 3507 ほか 2 筆 

株式会社 オレンジアグリ 南牟婁郡御浜町 南牟婁郡御浜町神木杉山 2101-15 

村澤 雅弘 南牟婁郡御浜町 
南牟婁郡御浜町下市木大立 4844-2 ほか

2 筆 

武田 修司 南牟婁郡御浜町 南牟婁郡御浜町志原西ノ谷 2350 

井賀 淳也 南牟婁郡紀宝町 南牟婁郡紀宝町大里高井 3758 ほか 3 筆 

2  農用地利用配分計画の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   三重県農林水産部担い手支援課 

(2) 縦覧期間 

公 告 
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   令和元年 10 月 4 日から同月 17 日まで 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、次の土地改良区から役員の就任の届出

がありました。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 徳田町土地改良区（鈴鹿市徳田町 1006 番地の 1） 

就任理事 

鈴鹿市徳田町 1214 番地 林   千 尋 

 〃  〃 1545 番地の 1 田 中 義 弘 

 〃  〃 19 番地の 1 渥 美 爲 次 

 〃  〃 1620 番地 米 川 角 蔵 

 〃  〃 1611 番地の 1 畑   憲 二 

 〃  〃 1001 番地の 2 渥 美 親 彦 

就任監事 

鈴鹿市徳田町 1633 番地 米 川 共 一 

 〃  〃 2690 番地 米 川 敦 司 

 

 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項及び同法第 68 条第 4 項において準用する同法第 18 条

第 17 項の規定により、次の土地改良区から監事及び清算人の退任の届出がありました。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

茅広江土地改良区（松阪市茅原町 2385 番地） 

退任監事 

松阪市茅原町 2353 若 山   学 

  〃 広瀬町 753 久 保 幸 實 

 退任清算人 

 松阪市茅原町 2507 番地 小 塩 正 明 

  〃  〃 556 番地 船 谷 昭 弘 

  〃  〃 72 番地 若 山 政 生 

  〃  〃 2617 番地 1 船 谷 幸 正 

  〃  〃 540 番地 小 塩 義 勝 

  〃 広瀬町 725 番地 竹 林 文 平 

  〃  〃 760 番地 鎌 倉 重 美 

  〃  〃 375 番地 竹 上   肇 

  〃  〃 744 番地 久 保 竜 一 

  〃  〃 879 番地 上 村 博 光 

 

農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 41 条第 1 項の規定により、公益財団法人三重県農林水産支援センターか

ら農地を利用する権利の設定に関し、裁定の申請がありましたので、同条第 2 項において読み替えて準用する同

法第 38 条第 1 項の規定により公告します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  申請に係る農地の所在等 

所在及び地番 地目 面積（㎡） 

北牟婁郡紀北町中里字栗原 235 田 515 

2  申請に係る農地の利用の現況 

  対象農地は広告日現在、耕作の目的に供されておらず、今後も耕作の目的に供されないと見込まれる。 

3  申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

裁定手続後に、公益財団法人三重県農林水産支援センターから借受希望者に農地を貸し付ける。 
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4  希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額及び支払の方法 

農地を利用する権利の始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額（円） 支払の方法 

令和元年 11 月 21 日 20 か年 47,580 円 

農地を利用する権利の始期までに

津地方法務局熊野支所に補償金を
供託する。 

5  意見書の提出 

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 提出期限 

令和元年 10 月 18 日 

(2) 提出先 

三重県尾鷲農林水産事務所農政・農村基盤室地域農政課 

(3) 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見の趣旨及びその理由 

カ その他参考となるべき事項 

 

 平成 31 年度前期技能検定 1 級、2 級、3 級（金属熱処理）及び単一等級に合格した者は、次のとおりです。 

令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

「次」は省略し、合格者の受検番号を三重県職業能力開発協会（津市栄町 1 丁目 954 番地 三重県栄町庁舎 4

階）に備え置いて縦覧に供します。 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県知事から通知がありました。 

    令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（農地の確定測量） 

2   作業期間 

    令和元年 8 月 27 日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

3   作業地域 

    松阪市朝田町、同市立田町及び同市和屋町 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県伊賀農林事務所長から通知がありました。 

    令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量、路線測量、現地測量及び用地測量） 

2   作業期間 

    令和元年 8 月 5 日から令和 2 年 2 月 28 日まで 

3   作業地域 

  伊賀市土橋及び同市西条 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県知事から通知がありました。 

    令和元年 10 月 4 日 
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三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（農地の確定測量） 

2   作業期間 

    令和元年 8 月 16 日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

3   作業地域 

    多気郡多気町下出江及び同町上出江 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県知事から通知がありました。 

    令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（地区界測量） 

2   作業期間 

    令和元年 8 月 23 日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

3   作業地域 

    多気郡多気町片野 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量

が令和元年 8 月 30 日に終了した旨、四日市市上下水道事業管理者から通知がありました。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

公共測量（2 級基準点測量及び 3 級基準点測量） 

2  作業地域 

  四日市市室山町、同市八王子町及び同市波木町 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量

が令和元年 8 月 30 日に終了した旨、三重県伊賀建設事務所長から通知がありました。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

公共測量（基準点測量） 

2  作業地域 

  伊賀市島ヶ原 

 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重県

規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1 特定役務の名称   給与システムソフトウェア賃貸借 

2 担 当 部 局   津市広明町 13 番地 

  三重県総務部人事課 

3 落札者決 定日   令和元年 8 月 28 日 

4 落 札 者   愛知県名古屋市中村区名駅 1 丁目 1 番 3 号 

特定調達公告 
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  富士通リース株式会社 中部支店 

  支店長 相良 長典 

5 落 札 金 額   入札価格 57,812,400 円 

  契約金額 63,593,640 円 

6 決 定 手 続   一般競争入札 

7 入 札 公 告 日  令和元年 7 月 12 日 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重県

規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1 特定役務の名称   給与システム新サーバ機器賃貸借 

2 担 当 部 局   津市広明町 13 番地 

  三重県総務部人事課 

3 落札者決 定日   令和元年 8 月 28 日 

4 落 札 者   愛知県名古屋市中村区名駅 1 丁目 1 番 3 号 

  富士通リース株式会社 中部支店 

  支店長 相良 長典 

5 落 札 金 額   入札価格 56,937,000 円 

  契約金額 62,630,700 円 

6 決 定 手 続   一般競争入札 

7 入 札 公 告 日  令和元年 7 月 12 日 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重県

規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1 特定役務の名称   三重県水産研究所 調査船「あさま」中間検査に伴う修理工事（総トン数 79 トン） 

2 担 当 部 局   三重県志摩市浜島町浜島 3564-3 

  三重県水産研究所総務調整課 

3 落札者決定日   令和元年 9 月 25 日 

4 落 札 者   三重県志摩市浜島町浜島 827 番地の 12 

  株式会社辰也造船所 代表取締役 森 辰平 

5 落 札 金 額   入札価格 45,000,000 円 

  契約金額 49,500,000 円 

6 決 定 手 続   一般競争入札 

7 入 札 公 告 日   令和元年 8 月 2 日 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

7 年三重県規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和元年 10 月 4 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1 特 定 役 務 の 名 称 地方法人特別税の廃止及び特別法人事業税の創設に伴う総合税システム仕

様変更業務委託 

2 

 

担 当 部 局   津市栄町一丁目 891 番地 吉田山会館 2 階 

  三重県総務部税務企画課電算班 

3 契約の相手方を決定した日   令和元年 9 月 11 日 

4 

 

契 約 の 相 手 方   三重県津市羽所町 700 番地 

  富士通株式会社三重支店 支店長 田島 邦彦 

5 契 約 金 額   33,883,300 円（うち消費税及び地方消費税 3,080,300 円） 
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6 決 定 手 続   随意契約 

7 

 

随 意 契 約 の 理 由   地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

7 年政令第 372 号）第 11 条第 1 項第 2 号に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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